
議案第３１号  

 

   新庄市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改  

正する規則の制定について  

 

 新庄市小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を

次のように制定する。  

 

 新庄市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（昭和５５年教育委員

会規則第８号）の一部を次のように改正する。  

 別表小学校通学区域の新庄小学校及び沼田小学校の項を次のように改める。  

新庄小学校  本町１番から３番まで、５番３号から９号まで、５番４２号、

５番４８号、沼田町２番３号から１０号まで、大手町１番１６

号から２番４７号まで、２番６４号から４番４号まで、５番５  

号から６号まで、住吉町１番５号から４番１６号まで、４番４

９号から５１号まで、８番１号から３号まで、８番３４号から

４６号まで、沖の町、多門町、若葉町、大町、小田島町、堀端

町、城西町、城南町、宮内町、新町、千門町、大福田、下山

屋、上山屋、下西山、あたご町、新田、飛田、庚申、蛇塚、上

野、千門町３区、栄町、宮内一、川西１区、川西２区、川西３

区、川西４区、川西５区、川西６区  

沼田小学校  本町４番、５番１０号から３９号まで、５番４４号、６番、７

番、沼田町（ただし、２番３号から１０号までを除く。）、大

手町２番５２号から５６号まで、４番７号から２９号まで、５

番７号から５３号まで、住吉町４番１８号から４０号まで、５

番５号から２２号まで、６番３号から２９号まで、７番８号か

ら２１号まで、北町、万場町、常葉町、石川町、谷地小屋、西

町、上西山、滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘、円満寺町、木栄町、関

屋、東天町、三本橋、東本町、中山町、上茶屋町、中道町、明

倫通り、桧町  

 別表中学校通学区域の新庄中学校及び明倫中学校の項を次のように改める。  

新庄中学校  本町１番から３番まで、５番３号から９号まで、５番４２号、

５番４８号、沼田町２番３号から１０号まで、大手町１番１６

号から２番４７号まで、２番６４号から４番４号まで、５番５  



 号から６号まで、住吉町１番５号から４番１６号まで、４番４

９号から５１号まで、８番１号から３号まで、８番３４号から

４６号まで、沖の町、多門町、若葉町、大町、小田島町、堀端

町、城西町、城南町、宮内町、新町、千門町、大福田、下山

屋、上山屋、下西山、あたご町、新田、飛田、庚申、蛇塚、上

野、千門町３区、栄町、宮内一、川西１区、川西２区、川西３

区、川西４区、川西５区、川西６区  

明倫中学校  本町４番、５番１０号から３９号まで、５番４４号、６番、７

番、沼田町（ただし、２番３号から１０号までを除く。）、大

手町２番５２号から５６号まで、４番７号から２９号まで、５

番７号から５３号まで、住吉町４番１８号から４０号まで、５

番５号から２２号まで、６番３号から２９号まで、７番８号か

ら２１号まで、北町、万場町、常葉町、石川町、谷地小屋、西

町、上西山、滝ノ倉、冷水沢、泉ヶ丘、円満寺町、木栄町、関

屋、東天町、三本橋、東本町、中山町、上茶屋町、中道町、明

倫通り、桧町、太田、荒小屋、高壇、北新町、北新町団地、中

川原、野中、小月野、月岡、梅ヶ崎、一本柳、中山、小泉  

 

   附  則  

 （施行期日）  

１  この規則は平成２６年４月１日から施行する。  

 （経過措置）  

２  この規則の施行の日から平成２８年３月３１日までの間において、この

規則による改正前の新庄市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の

規定により通学している児童及び生徒の通学区域は、なお従前の例による

ことができる。  

 

  改正の理由  

 本市の小中一貫教育をさらに推進できるよう、同一の小学校区から異なる

中学校区に進学している状況を解消するため、必要な改正を行うものである。  

 


